
犬山市自由提案型広告事業募集要項  

 

１  目的  

 新た な財 源創 出に向 けた 取組 みの一 環と して 、本市 が保 有す

る資産（公共施設、印刷物、Web ページ等）を広告媒体として活

用 する こ と に つ い て、 民 間 事 業 者 から の 自 由 な 企 画提 案 を 募集

します。  

 提 案が 本 市 と し て 過去 に 例 の な い 新し い ア イ デ ア に基 づ く も

の で 、実 現 可 能 で あ ると 認 め た 場 合 は、 提 案 者 と 契 約を 締 結 し

ます。  

 

２  受付方法  

 自由 提 案 型 広 告 事業 に か か る 企 画提 案 は 、 経 営 部総 務 課 （以

下、「総務課」という。）で受け付けます。その後、提案に係る広

告媒体を所管する部署（以下、「広告媒体所管部署」という。）と

事前相談を行っていただきます。  

 

３  事前相談  

企 画 提案 を よ り 実 現 性の 高 い も の と する た め 、 提 案 しよ う と

す る内 容 に つ い て 事前 に 総 務 課 に 連絡 の う え 、 概 要が わ か る資

料等をもとに、広告媒体所管部署 と事前相談を行ってください。 

 

４  募集期間  

 随 時募 集 し 、 原 則 とし て 募 集 を 受 け付 け た 順 に 決 定し ま す 。

ただし、募集開始日から 令和元 年９月 １０日（火）までの間は周

知 期 間と し て 、 当 該 期間 中 に 応 募 が あっ た 提 案 に つ いて は 同 時

に 受 け付 け た も の と みな し 、 対 象 と する 広 告 媒 体 の 競合 等 に よ

り 同 時に 実 施 す る こ とが で き な い 提 案が 複 数 あ っ た 場合 は 、 審

査の上でより優れていると認められる方を採用します。  



 

５  募集条件  

 募集する企画提案は次の条件を満たすものとします。  

（１）本 市が保 有する資 産、又 は提案者 が新た に提供す る物品 等

に 広 告 を 掲 載 す る 提 案 で あ る こ と （ 法 令 に よ り 広 告 物 の 掲 載

が禁止されているものを除く 。）  

（２）広 告掲載 料等の納 入、又 は物品等 の提供 により本 市の経 費

節減につ ながる提案であること  

（３）本 市にお いて同種 の広告 事業を募 集又は 実施した 実績、 あ

るいはその予定がないこと  

（４）原 則とし て本市に 費用負 担（契約 終了又 は契約解 除に伴 う

原状回復費用を含む 。）が生じないこと  

 

６  広告掲載期間  

 広告 掲 載 期 間 は ３年 間 を 基 本 と し、 個 別 の 提 案 内容 及 び 広告

媒体の性質を踏まえ決定します。（上限５年間）  

 

７  提案者の資格  

 提案 者 は 、 提 案 内容 を 自 ら 主 体 とな っ て 実 施 す る個 人 、 法人

及 びそ の 他 団 体 と しま す 。 た だ し 、次 に 掲 げ る 事 項の い ず れか

に該当する者は提案者になることができません。  

（１）地 方自治 法施行令 （昭和 ２２年政 令第１ ６号）第 １６７ 条

の４の規定に該当する者（法人及びその他の団体にあっては、

代表者又はその他役員を含む。以下同じ。）  

（２）犬 山市の 契約に係 る指名 停止要領 （平成 １４年４ 月１日 施

行）第３条の規定による指名の停止を受けている者  

（３）会 社更生 法（平成 １４年 法律第１ ５４号 ）に基づ く更生 手

続開始の申立中又は更生手続中である者  

（４）民 事再生 法（平成 １１年 法律第２ ２５号 ）に基づ く再生 手



続開始の申立中又は再生手続中である者  

（５）市 内に本 店、支店 又は営 業所を有 する場 合は、犬 山市税 及

び 消 費 税 並 び に 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い る 者 。 市 内 に 本 店 等

を有しない場合は、消費税及び地方消費税を滞納している者  

（６）暴 力団 員 による不 当な行 為の防止 等に関 する法律 （平成 ３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する者  

 

８  提案方法  

（１）「 自由 提案 型 広告企 画提案 書」（ 様式 １ ）及 び次の添 付書 類

を総務課へ提出してください。なお、提案書類の作成 及び提出

に要する費用は提案者の負担とします。  

 ア）提 案者の 概要に関 する説 明書（任 意様式 、会社案 内パン フ

レット等の使用可。）  

 イ）本市の「市税の滞納がないことの証明書」  

 ウ）法 人の登 記事項証 明書（ 履歴事項 全部証 明書。な お、提 案

者 が 法 人 で あ り 、 か つ 犬 山 市 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 録

がない場合に限る。）  

 エ）その他、提案に関する資料（任意様式）  

（２）提案書には次の内容を必ず記載してください。  

 ア）広告を掲載する媒体  

 イ）掲載する広告の仕様  

 ウ）広告掲載期間  

 エ）広告掲載料等の納入がある場合はその額（年額及び総額）  

 オ）物品等の提供がある場合はその仕様及び数量  

 

９  審査方法、結果の通知等  

 提出 書 類 に 基 づ いて 次 の 項 目 に より 広 告 媒 体 所 管部 署 が 総合

的 に審 査 を 行 い 、 採否 を 決 定 し た 上で そ の 結 果 を 提案 者 に 対し

自由提案型広告事業採用・不採用決定通知書（様式 ２）で通知し



ます。なお、採用にあっては条件を付す場合があります。  

 ア）募集条件を満たしたか  

 イ）実現可能性はあるか  

 ウ）関係法令に抵触しないか  

 

１０  契約の締結  

 採用 さ れ た 提 案 書を 提 出 し た 事 業者 を 契 約 候 補 者と し て 、広

告 媒体 所 管 部 署 と の間 で 協 議 を 行 い、 両 者 の 合 意 によ り 契 約を

締結します。  

 

１１  広告の掲載  

 掲載 す る 広 告 に つい て は 、 犬 山 市広 告 掲 載 事 業 実施 要 綱 に基

づ き、 犬 山 市 広 告 掲載 審 査 委 員 会 の審 査 を 受 け る 必要 が あ りま

す。  

 

１２  契約期間満了後の措置  

 自由 提 案 型 広 告 事業 に よ る 契 約 期間 の 終 了 後 も 引き 続 き 同じ

内 容の 広 告 事 業 を 実施 す る 場 合 、 次の 契 約 候 補 者 は公 募 に より

選定します。  


